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●「成績率」の適用については、「増減率」を１０／１００を限度として改訂し、

実施すること。

●満５５歳以上の社員については、満５５歳に達する日の属する月の末日におけ

る基準内賃金を適用し、定期昇給見合いとして５万円を加えること。

●エルダー社員・グリーンスタッフ社員については、５万円を増額すること。

●「期間率」の適用において、私傷病での「病欠」は、除外ないし緩和措置を図

ること。

●グリーンスタッフ社員については、社員に準じて取り扱うこと。

を要求


